
 
 

シンバイオ製薬株式会社 
第３６５回取締役会議事録 

 

 
シンバイオ製薬株式会社（以下「当社」という。）の第365回取締役会においては、下記１.の内容につ

いて取締役の全員が書面により同意の意思表示を行ったので、会社法第370条及び当社定款第27条第２項

の規定に基づいて、下記１.の決議があったものとみなす。 

 

 

記 

 

１．取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 

決議事項 

第１号議案：第三者割当による第65回新株予約権、第66回新株予約権及び第67回新株予約権発行

の件 

１．決議事項 

① 第65回新株予約権、第66回新株予約権及び第67回新株予約権（以下個別に又は総称し

て「本新株予約権」という。）を別紙１乃至３のとおり発行し、その全てをEVO FUND

（以下「割当予定先」という。）に第三者割当ての方法により割り当てること 

② 割当予定先との間で本取締役会に提出された様式の本新株予約権に係る買取契約書

（名称を問わない。）を締結すること 

③ その他本新株予約権の発行に関して必要な一切の事項については、当社代表取締役に

一任すること 

２．申請理由 

次の理由により本新株予約権の割当ては、割当予定先に特に有利な金額によるものではな

く適法であると考えられること 

(ⅰ) 本新株予約権の払込金額の算定に際しては、独立した第三者算定機関である株式会

社赤坂国際会計が、本新株予約権の行使価額、当社株式の市場売買高及び株価、権利

行使期間、株価変動性、金利等の本新株予約権の公正価値に影響を及ぼす可能性のあ

る事象を前提とし、かつ、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられて

いるモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定しており、かかる第三

者算定機関による公正価値の評価額は適正かつ妥当な価額と解されること 

(ⅱ) 独立した第三者算定機関によって算出された本新株予約権の評価額を踏まえて本新

株予約権の払込金額が決定されていること 

(ⅲ) また、本新株予約権及び第１回無担保普通社債(以下「本社債」という。)の発行並び

に本新株予約権の行使による資金調達（以下「本資金調達」という。）により発行さ

れる本新株予約権の目的である株式50,000,000株に係る議決権の数は500,000個であ

り、その結果、割当予定先は、当社の総議決権の数の最大50.82％を保有し得ることと

なり、会社法第244条の２第１項に定める特定引受人に該当するところ、この点につ

き、本資金調達が実行され、本新株予約権が行使された場合、大規模な希薄化を伴い、

既存株主に不利益を与え得ることとなるが、本資金調達が、当社の事業価値を向上さ

せるべく、2019年９月にグローバルライセンスを取得したブリンシドフォビルの造血

幹細胞移植後のアデノウイルス感染症を対象としたグローバル第Ⅲ相臨床試験等の

開発資金を資本性資金により早期に確保することを目的とするものであり、また、割

当予定先は、経営関与を目的としておらず、純投資を目的としており、本新株予約権



の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保有する意思を有しておら

ず、順次売却していく予定であることから、やむを得ないと考えられること。  

３．監査等委員会の意見 

監査等委員会より次の意見を得ている：  

会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、以下の各点を確認し、本新株予約権の発行条

件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認め

られない。 

(ⅰ) 株式会社赤坂国際会計は新株予約権評価に関する知識・経験を有し当社経営陣及び

割当予定先から独立していると考えられること 

(ⅱ) 本新株予約権の払込金額の算定に当たり、株式会社赤坂国際会計は公正な評価額に

影響を及ぼす可能性のある行使価額、当社普通株式の株価及びボラティリティ、権利

行使期間等の前提条件を考慮して、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用

いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定しており、本

新株予約権の評価額は適正かつ妥当な価額と考えられること 

(ⅲ) 独立した第三者算定機関によって算出された本新株予約権の評価額を踏まえて本新

株予約権の払込金額が決定されていること 

(ⅳ) 払込金額が当該評価額と同等であること 

(ⅴ) 第三者委員会より、本新株予約権の第三者割当について、必要性及び相当性がそれ

ぞれ認められる旨の意見を得ていること 

また、本資金調達により発行される本新株予約権の目的である株式50,000,000株に係る議

決権の数は500,000個であり、その結果、割当予定先は、当社の総議決権の数の最大50.8

2％を保有し得ることとなり、会社法第244条の２第１項に定める特定引受人に該当すると

ころ、この点につき、本資金調達が、ブリンシドフォビルの開発資金を資本性資金により

早期に確保することを目的とするものであり、また、割当予定先は、経営関与を目的とし

ておらず、純投資を目的としており、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を

原則として長期間保有する意思を有しておらず、順次売却していく予定であることから、

やむを得ないと認められる。 

４．第三者委員会の意見 

第三者委員会より、本新株予約権の第三者割当について、必要性及び相当性がそれぞれ認め

られる旨の意見を得ている。 

 

第２号議案：第１回無担保普通社債発行の件 

１．決議事項 

① 第１回無担保普通社債（以下「本社債」という。）を別紙４のとおり発行し、その全て

を割当予定先に対して割り当てること 

② 割当予定先との間で、本取締役会に提出された様式の本社債に係る買取契約書（名称

を問わない。）を締結すること 

③ その他本社債の発行に関して必要な一切の事項については、当社代表取締役に一任す

ること 

２．申請理由 

本社債の発行により、本新株予約権の全ての行使を待たずに一定の金額の資金調達が早期

に可能となり、当社の手元資金の流動性の厚みも増すことからすると、本社債の発行に合理

性が認められること 

 

  



２．取締役会決議があったものとみなされた日 

 

2025年7月22日 

 

３．上記１．の提案をした取締役 

 

代表取締役社長 吉田文紀 

 

４．議事録の作成に係る職務を行った取締役 

 

代表取締役社長 吉田文紀 
  



2025年7月22日 

 

シンバイオ製薬株式会社 
 

   

 代表取締役社長  吉田 文紀 

    

    

 取締役  松本 茂外志 

    

    

 取締役  ブルース・デビッド・チェソン 

    

    

 取締役  海老沼 英次 

    

    

 取締役  ジョージ・モースティン 

    

    

 取締役  今別府 敏雄 

    

    

 取締役（常勤監査等委員）  渡部 潔 

    

    

 取締役（監査等委員）  賜 保宏 

    

    

 取締役（監査等委員）  下村 恒一 

 
  



別紙１ 
シンバイオ製薬株式会社第 65 回新株予約権 

発行要項 

 

１． 新株予約権の名称 シンバイオ製薬株式会社第 65回新株予約権 

(以下、「本新株予約権」という｡) 

２． 本新株予約権の払込金額の総額 金 1,600,000 円 

３． 申込期日 2025 年８月 12日 

４． 割当日及び払込期日 2025 年８月 12日 

５． 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO 

FUND に割り当てる。 

６． 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 20,000,000 株(本新株予約権１個当たり 100

株(以下、「割当株式数」という。))とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整す

るものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されてい

ない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×分割・併合の比率 

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会

決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 

７． 本新株予約権の総数 200,000 個 

８． 各本新株予約権の払込金額 １個当たり金８円 

９． 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以

下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数が

生じる場合は、これを切り捨てる。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、

又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合におけ

る株式１株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、168

円とする。 

10． 行使価額の修正 

(1) 行使価額は、割当日の２取引日（株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）にお

いて売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）後（当日を含む。）に初回の修正がされ、以

後２取引日（以下、「価格算定期間」という。）が経過する毎に修正が行われる（以下、

かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。）。本号に基づく

修正が行われる場合、行使価額は、修正日に、当該修正日の直前取引日(以下、「価格

算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値（終値が

存在しない場合、その直前取引日の終値)の 100％に相当する金額に修正される。但し、

かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価

額は下限行使価額とする。なお、当該価格算定期間のいずれの取引日においても終値

が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格算定

日に第 11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定

日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調



整される。 

(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手

続上の理由により本新株予約権の行使ができない日（以下、「基準日等」という。）の

１取引日前（当日を含む。）から基準日等（当日を含む。）までの期間（株式会社証券

保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間）においては、行使価額の

修正は行わないものとし、その場合、次に修正が行われるのは基準日等の２取引日後

（当日を含む。）の日とし、当該日以降、２取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準

じて行使価額は修正される。 

(3) 「下限行使価額」は、当初 84 円とする。下限行使価額は第 11 項の規定を準用して調

整される。 

11． 

 

行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が

交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合

は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 

 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

調整前 

行使価額 

 

× 

既発行 

普通株式数 
＋ 

交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付

する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と

引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株

予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合又は当社の譲渡

制限付株式報酬制度に基づき当社普通株式を発行する場合を除く。)、調整後の行使

価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の

最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合

はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額

は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株

主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通

株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がない

とき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当

の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回

る払込金額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合

(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の

証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプシ

ョン制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後の行使価額は、発行

される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は

権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交

付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新

株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌

日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その



日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付され

る当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債

その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額

は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは

新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求

又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用し

て算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付

されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額で

もって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これ

を適用する。 

⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、

各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の

承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価

額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該

基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株

予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算

式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 

株式数 ＝ 
(調整前行使価額－調整後行使価額)× 

調整前行使価額により当該期間内に 
交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１

円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価

額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の

調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 

① １円未満の端数を四捨五入する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)

号⑤の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く｡)とする。こ

の場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、

基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社

の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し

た数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式

数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数

を含まないものとする｡ 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を

完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とすると

き。 



② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮す

る必要があるとき。 

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適

用する日が第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調

整を行う。 

(7) 第 10 項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正

又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに

本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに

上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

12． 本新株予約権の行使期間 

2025 年８月 13日から 2028 年５月 15 日までとする。 

13． その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14. 新株予約権の取得事由 

当社は、2028 年５月 15日に、本新株予約権１個当たり８円の価額で、本新株予約権者（当

社を除く。）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

15． 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

16． 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金

額とし(計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当

該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とす

る。 

17． 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、第 12 項に定める行使期間中に第 19 項

記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければならない。 

(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項を通知し、

かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 20 項

に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要

な事項が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金

銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

18． 株式の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機

関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付す

る。 

19． 行使請求受付場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20． 払込取扱場所 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 四谷支店 

21． 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 



本新株予約権及び本新株予約権に係る買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モ

デルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権１個

の払込金額を第８項記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みを

なすべき金額は第９項記載のとおりとする。 

22． 社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全

部について同法の規定の適用を受けるものとする。また、本新株予約権の取扱いについて

は、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その

他の規則に従うものとする。 

23． 振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町７番１号 

24． その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場

合には、当社は必要な措置を講じる。 

(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役兼 CEO に一任する。 

  



別紙２ 
シンバイオ製薬株式会社第 66 回新株予約権 

発行要項 

 

１． 新株予約権の名称 シンバイオ製薬株式会社第 66回新株予約権 

(以下、「本新株予約権」という｡) 

２． 本新株予約権の払込金額の総額 金 1,400,000 円 

３． 申込期日 2025 年８月 12日 

４． 割当日及び払込期日 2025 年８月 12日 

５． 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO 

FUND に割り当てる。 

６． 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 20,000,000 株(本新株予約権１個当たり 100

株(以下、「割当株式数」という。))とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整す

るものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されてい

ない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×分割・併合の比率 

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会

決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 

７． 本新株予約権の総数 200,000 個 

８． 各本新株予約権の払込金額 １個当たり金７円 

９． 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以

下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数が

生じる場合は、これを切り捨てる。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、

又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合におけ

る株式１株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、168

円とする。 

10． 行使価額の修正 

(1) 行使価額は、割当日の２取引日（株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）にお

いて売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）後（当日を含む。）に初回の修正がされ、以

後２取引日（以下、「価格算定期間」という。）が経過する毎に修正が行われる（以下、

かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。）。本号に基づく

修正が行われる場合、行使価額は、修正日に、当該修正日の直前取引日(以下、「価格

算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値（終値が

存在しない場合、その直前取引日の終値）の 100％に相当する金額に修正される。但

し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行

使価額は下限行使価額とする。なお、当該価格算定期間のいずれの取引日においても

終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格

算定日に第 11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格

算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案し



て調整される。 

(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手

続上の理由により本新株予約権の行使ができない日（以下、「基準日等」という。）の

１取引日前（当日を含む。）から基準日等（当日を含む。）までの期間（株式会社証券

保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間）においては、行使価額の

修正は行わないものとし、その場合、次に修正が行われるのは基準日等の２取引日後

（当日を含む。）の日とし、当該日以降、２取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準

じて行使価額は修正される。 

(3) 「下限行使価額」は、当初 84 円とする。下限行使価額は第 11 項の規定を準用して調

整される。 

11． 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が

交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合

は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 

 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

調整前 

行使価額 

 

× 

既発行 

普通株式数 
＋ 

交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交

付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取

得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しく

は新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合又は当

社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社普通株式を発行する場合を除く。)、調

整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当

該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割

当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価

額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普

通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当

社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準

日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするとき

は当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下

回る払込金額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場

合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債そ

の他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストッ

クオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後の行使価

額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その

他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当

社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するもの

とし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場

合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準



日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又

は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権

若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定してい

ない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求

権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが

当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたもの

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日

の翌日以降、これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に

付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価

額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以

降これを適用する。 

⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、か

つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の

機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後

の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合にお

いて、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行

使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対

しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 

株式数 ＝ 
(調整前行使価額－調整後行使価額)× 

調整前行使価額により当該期間内に 
交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１

円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価

額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の

調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 

① １円未満の端数を四捨五入する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)

号⑤の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く｡)とする。こ

の場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、

基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社

の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し

た数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式

数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数

を含まないものとする｡ 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を

完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とすると



き。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮す

る必要があるとき。 

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適

用する日が第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調

整を行う。 

(7) 第 10 項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正

又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに

本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに

上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

12． 本新株予約権の行使期間 

2025 年８月 13日から 2028 年５月 15 日までとする。 

13． その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14． 新株予約権の取得事由 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権

の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、当社取締役会

が定めた本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」という。）の 11営業日以上前に

本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知することにより、本新株予約権

１個当たりの払込金額と同額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端

数が生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全

部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選

その他の合理的な方法により行うものとする。 

(2) 当社は、2028 年５月 15 日に、本新株予約権１個当たり７円の価額で、本新株予約権

者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

15． 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

16． 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金

額とし(計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当

該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とす

る。 

17． 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、第 12 項に定める行使期間中に第 19 項

記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければならない。 

(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項を通知し、

かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 20 項

に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要



な事項が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金

銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

18． 株式の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機

関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付す

る。 

19． 行使請求受付場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20． 払込取扱場所 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 四谷支店 

21． 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権及び本新株予約権に係る買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モ

デルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権１個

の払込金額を第８項記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みを

なすべき金額は第９項記載のとおりとする。 

22． 社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全

部について同法の規定の適用を受けるものとする。また、本新株予約権の取扱いについて

は、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その

他の規則に従うものとする。 

23． 振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町７番１号 

24． その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場

合には、当社は必要な措置を講じる。 

(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役兼 CEO に一任する。 

  



 

別紙３ 
シンバイオ製薬株式会社第 67 回新株予約権 

発行要項 

 

１． 新株予約権の名称 シンバイオ製薬株式会社第 67回新株予約権 

(以下、「本新株予約権」という｡) 

２． 本新株予約権の払込金額の総額 金 300,000 円 

３． 申込期日 2025 年８月 12日 

４． 割当日及び払込期日 2025 年８月 12日 

５． 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO 

FUND に割り当てる。 

６． 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 10,000,000 株(本新株予約権１個当たり 100

株(以下、「割当株式数」という。))とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整す

るものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されてい

ない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×分割・併合の比率 

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会

決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。 

７． 本新株予約権の総数 100,000 個 

８． 各本新株予約権の払込金額 １個当たり金３円 

９． 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以

下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数が

生じる場合は、これを切り捨てる。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、

又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合におけ

る株式１株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、168

円とする。 

10． 行使価額の修正 

(1) 行使価額は、割当日の２取引日（株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）にお

いて売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）後（当日を含む。）に初回の修正がされ、以

後２取引日（以下、「価格算定期間」という。）が経過する毎に修正が行われる（以下、

かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。）。本号に基づく

修正が行われる場合、行使価額は、修正日に、当該修正日の直前取引日(以下、「価格

算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値（終値が

存在しない場合、その直前取引日の終値）の 100％に相当する金額に修正される。但

し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行

使価額は下限行使価額とする。なお、当該価格算定期間のいずれの取引日においても

終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、いずれかの価格

算定日に第 11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格



算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案し

て調整される。 

(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手

続上の理由により本新株予約権の行使ができない日（以下、「基準日等」という。）の１取

引日前（当日を含む。）から基準日等（当日を含む。）までの期間（株式会社証券保管振替機

構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間）においては、行使価額の修正は行わない

ものとし、その場合、次に修正が行われるのは基準日等の２取引日後（当日を含む。）の日と

し、当該日以降、２取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。 

(3) 「下限行使価額」は、当初 84 円とする。下限行使価額は第 11 項の規定を準用して調

整される。 

11． 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が

交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合

は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。 

 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

調整前 

行使価額 

 

× 

既発行 

普通株式数 
＋ 

交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交

付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取

得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しく

は新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合又は当

社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社普通株式を発行する場合を除く。)、調

整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当

該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割

当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価

額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普

通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当

社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準

日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするとき

は当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下

回る払込金額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場

合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を

もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債そ

の他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストッ

クオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後の行使価

額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その

他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当

社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するもの

とし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場

合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準



日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又

は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権

若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定してい

ない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求

権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが

当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたもの

とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日

の翌日以降、これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に

付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価

額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以

降これを適用する。 

⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、か

つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の

機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後

の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合にお

いて、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行

使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対

しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 

株式数 ＝ 
(調整前行使価額－調整後行使価額)× 

調整前行使価額により当該期間内に 
交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わ

ない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１

円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価

額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の

調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 

① １円未満の端数を四捨五入する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)

号⑤の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く｡)とする。こ

の場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、

基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社

の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し

た数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式

数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数

を含まないものとする｡ 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を

完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とすると



き。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

行使価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮す

る必要があるとき。 

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適

用する日が第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調

整を行う。 

(7) 第 10 項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正

又は調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに

本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに

上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 

12． 本新株予約権の行使期間 

2025 年８月 13日から 2028 年５月 15 日までとする。 

13． その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14． 新株予約権の取得事由 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権

の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、当社取締役会

が定めた本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」という。）の 11営業日以上前に

本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知することにより、本新株予約権

１個当たりの払込金額と同額（対象となる本新株予約権の個数を乗じて１円未満の端

数が生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残存する本新株予約権の全

部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選

その他の合理的な方法により行うものとする。 

(2) 当社は、2028 年５月 15 日に、本新株予約権１個当たり３円の価額で、本新株予約権

者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

15． 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

16． 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金

額とし(計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当

該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とす

る。 

17． 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、第 12 項に定める行使期間中に第 19 項

記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければならない。 

(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項を通知し、

かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 20 項

に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要



な事項が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金

銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

18． 株式の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機

関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付す

る。 

19． 行使請求受付場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20． 払込取扱場所 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 四谷支店 

21． 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権及び本新株予約権に係る買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モ

デルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権１個

の払込金額を第８項記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みを

なすべき金額は第９項記載のとおりとする。 

22． 社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全

部について同法の規定の適用を受けるものとする。また、本新株予約権の取扱いについて

は、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その

他の規則に従うものとする。 

23． 振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町７番１号 

24． その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場

合には、当社は必要な措置を講じる。 

(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役兼 CEO に一任する。 

  



別紙４ 
シンバイオ製薬株式会社第 1回無担保普通社債 

発行要項 

 

1. 社債の名称 

シンバイオ製薬株式会社第 1 回無担保普通社債（以下、「本社債」という。） 

 

2. 社債の総額 

金 1,300,000,000 円から、2025 年 8 月 13 日から 2025 年 8 月 25 日までに行使された 2025 年 8 月 12

日に発行されたシンバイオ製薬株式会社第 65 回新株予約権、シンバイオ製薬株式会社第 66 回新株予

約権及びシンバイオ製薬株式会社第 67回新株予約権（以下、個別に又は総称して「本新株予約権」と

いう。）の行使に際して出資された金銭の合計額に相当する金額を控除（但し、32,500,000 円毎での

控除とし、32,500,000 円に満たない額は控除の対象としない。）した金額 

 

3. 各社債の金額 

金 32,500,000 円の 1 種 

 

4. 社債の利率 

年率 0.0% 

 

5. 償還の方法及び期限 

本社債は、2026 年 10 月 26 日に、その総額を本社債の金額 100 円につき金 100 円で償還する。但し、

繰上償還に関しては第 14 項に定めるところによる。 

 

6. 本社債の券面 

社債券の券面は発行しない。 

 

7. 各社債の払込金額 

各本社債の金額 100 円につき金 100 円 

 

8. 払込期日 

2025 年 8 月 26 日 

 

9. 担保・保証の有無 

本社債には担保及び保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保されている資産はない。 

 

10. 募集の方法 

EVO FUND に全額を割り当てる。 

 

11. 分割制限 

本社債は、各社債の金額（32,500,000 円）未満の金額に分割することができない。 

 

12. 金融商品取引法による届出の免除 

本社債に関しては、本社債の発行に係る取得勧誘が金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）（以下、

「金融商品取引法」という。）第 2 条第 3 項第 2 号ハに掲げる場合に該当することにより、当該取得



勧誘に関し金融商品取引法第 4 条第 1 項の規定による届出は行われていない。 

 

13. 転売時の告知義務 

本社債を取得した者が当該本社債を譲渡する場合には、その相手方に対し、次の(1)及び(2)に掲げる

事項を告知し、あらかじめ又は同時にその相手方に対し当該告知事項を記載した書面を交付しなけ

ればならない。 

（1） 本社債に関しては、本社債の発行に係る取得勧誘が金融商品取引法第 2 条第 3 項第 2 号ハに掲

げる場合に該当することにより、当該取得勧誘に関し金融商品取引法第 4 条第 1 項の規定によ

る届出が行われていないこと。 

（2） 本社債には、各社債の金額（32,500,000 円）未満の金額に分割することができない旨の制限が

付されていること。 

 

14. 本社債の繰上償還 

(1) 当社は、繰上償還を希望する日（以下、「繰上償還日」という。）の 5 営業日前までに社債権

者に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償

還日において、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することができる。 

(2) 2025 年 8 月 26 日（当日を含む。）以降、当社普通株式の株式会社東京証券取引所（以下、「取

引所」という。）における普通取引の終値が 20 取引日（「取引日」とは、取引所において売

買立会が行われる日をいう。以下同じ。）連続で基準金額（以下に定義する。）以下となった

場合、社債権者は、当該日以降いつでも、繰上償還日の 5 取引日前までに当社に書面で通知す

ることにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各

社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを請求することができる。 

「基準金額」は 84 円とする。但し、当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う

場合その他当社の発行済普通株式数の変更が生じる事由の発生により、当該取引日における基

準金額の調整を必要とするときには、当社は基準金額について必要な調整を行う。 

(3) 当社が、当社株式又は当社株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付

け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又

は処分を、直接又は間接に行う場合、デット・エクイティ・スワップ等の実行による当社株式

の発行又は当社株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を第三者に移転するスワッ

プその他の取決めを行う場合、社債権者は、繰上償還日の 10 取引日前までに当社に書面で通

知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、

各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを請求することができる。但し、発行

会社が買取人又はその関係会社を相手方として上記各行為を行う場合、発行会社の普通株式の

株式分割により発行会社が発行会社の普通株式を発行又は交付する場合、発行会社が発行会社

の普通株式の無償割当を行う場合、会社法第 194 条第 3項に基づく自己株式の売渡し、発行会

社が譲渡制限付株式報酬制度に基づき発行会社の普通株式を発行若しくは交付する場合、発行

会社がストックオプション制度に基づき発行会社の新株予約権若しくは普通株式を発行若し

くは交付する場合、本新株予約権を発行する場合、本新株予約権の行使に基づき発行会社が発

行会社の普通株式を発行又は交付する場合、本契約の締結日時点において既に、開示書類（本

新株予約権の発行に係る有価証券届出書及びその届出目論見書（これらの参照書類及び添付書

類を含み、提出又は作成された場合は、有価証券届出書の訂正届出書及び目論見書の訂正事項

分を含む。）及び適時開示書類並びに発行会社の直近の有価証券報告書及び当該有価証券報告

書の提出以降に提出された半期報告書（提出された場合は、各報告書の訂正報告書を含む。）

をいう。）において開示された発行会社の新株予約権その他これに類似の権利の行使に基づき

発行会社が発行会社の普通株式を発行又は交付する場合並びにその他適用法令により必要と



なる場合についてはこの限りではない。 

(4) 組織再編行為による繰上償還 

当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割（吸収分割承継会社若しくは

新設分割設立会社が、本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新た

な新株予約権を交付する場合に限る。）、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若

しくは株式交付につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画を公表した場合、社債権

者の書面による請求があったときには、当該請求日の翌銀行営業日以降で両者が合意する日に

おいて、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき 100 円で償還する。 

(5) 上場廃止等による繰上償還 

当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定

された場合又は上場廃止となった場合、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以

降、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌銀行営業日に残存する本

社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき 100 円で償還する。 

(6) 大株主の異動による繰上償還 

当社において、50％を超える議決権を単独で若しくは共同保有者（金融商品取引法第 27 条の

23 第 5 項及び第 6 項に規定するものを意味する。）とともに直接若しくは間接的に保有する

株主が新たに出現した場合、社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌

銀行営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき 100 円で償還する。 

(7) 本新株予約権の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払い込まれた金銭の額の本新

株予約権の発行日以降の累計額から(i)当該時点において当社が本号に基づき繰上償還した本

社債の額面額の累計額及び(ii)第 2 項に基づき金 1,300,000,000 円から控除された金額の合計額

を控除した額が、各社債の金額（32,500,000 円）の整数倍以上となった場合、当社は、当該整

数分の本社債を、本新株予約権の行使に伴い当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日

の 3 営業日後の日（当日を含む。）又は当社と社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、

各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還する。 
 

15. 期限の利益喪失に関する特約 

（1） 当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、本社債につき期限の利益を喪失する。 

① 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済を

することができないとき。 

② 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもそ

の弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対

して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする

ことができないとき。 

③ 当社が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始

の申立てをし、又は当社の取締役会において解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会

に提出する旨の決議を行ったとき。 

④ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生法手続開始の決定又は特別清算

開始の命令を受けたとき。 

（2） 当社が第 14 項の規定に違背し、3 営業日以内にその履行がなされない場合、社債権者は、その

判断により当社が期限の利益を失ったものとみなすことができる。 

 

16. 遅延損害金 

当社が、本社債について支払いを怠った場合又は期限の利益を喪失した場合、当社は当該支払いを行

うべき日の翌日（当日を含む。）又は期限の利益を喪失した日の翌日（当日を含む。）から、本社債に



係る未払金が実際に支払われた日（当日を含む。）までの期間につき、年 20%の利率により計算され

る額（1 年を 365 日とする日割り計算により、1 円未満の端数を生じるときはこれを切り捨てる。）

の遅延損害金を支払う。 

 

17. 社債管理者 

本社債は、会社法第 702 条但書及び会社法施行規則第 169 条の要件を満たすものであり、社債管理

者は設置しない。 

 

18. 元利金支払事務取扱場所（元利金支払場所） 

シンバイオ製薬株式会社 

東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号 虎ノ門タワーズオフィス７階 

 

19. 社債権者に対する通知の方法 

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所

定の方法によりこれを行う。 

 

20. その他 

その他本社債の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役兼 CEO に一任する。 

 

以上 

 

 


